
第

二

百

二

十

四

号

令

和

三

年

八

月

十

日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

県
産
材
流
通
課)

四
三
七
ペ
ー
ジ

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域
の

指
定

(

環
境
管
理
課)

四
三
八

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

区
域
の
指
定

(
同

)

四
三
八

○
家
畜
伝
染
病
予
防
法
に
基
づ
く
消
毒
の
実
施

(
家
畜
防
疫
対
策
課)

四
三
八

○
家
畜
伝
染
病
の
発
生

(

同

)

四
三
八

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

四
三
九

○
身
体
障
害
者
福
祉
法
に
基
づ
く
医
師
の
指
定

(

身
体
障
害
者
更
生
相
談
所)

四
三
九

収
用
委
員
会
告
示

○
収
用
の
裁
決
手
続
の
開
始

(

収
用
委
員
会)

四
四
〇

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

法
務
・
情
報
公
開
課)

四
四
一

規

則

岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
二
百
三
号

岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則(

平
成
十
五
年
岐
阜
県
規
則
第
九
十
八
号)

の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
中｢

次
の｣

を｢

、
次
の｣

に
改
め
、
同
項
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、

第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
七
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

八

森
林
の
間
伐
等
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
四
条
第
一
項
の
認
定
を
受
け
た
者

が
当
該
認
定
に
係
る
計
画
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
資
金

十
二

年
以
内(

三
年
以
内
の
据
置
期
間
を
含
む
。)

第
四
条
第
三
項
中｢

受
け
た
者
に｣

を｢

受
け
、
か
つ
、
原
子
力
災
害(

同
日
に
発
生
し
た
東
北
地

方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
る
災
害
を
い
う
。)

に
よ
る
影
響
を
受
け
て
い

る
も
の
に｣

に
、｢

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日｣

を｢

令
和
四
年
三
月
三
十
一
日｣

に
改
め
、
同
項
た

だ
し
書
中｢

第
八
号｣

を｢

第
九
号｣

に
、｢

前
項
第
九
号｣

を｢

前
項
第
八
号
及
び
第
十
号｣

に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
八
月
十
日



岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
八
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
汚
染
の
除
去
等
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
必
要
な
区
域

(

以
下

｢

要
措
置
区
域｣

と
い
う
。)

を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

要
措
置
区
域

土
岐
市
妻
木
町
字
鍛
冶
ケ
入
二
三
七
五
番
一
及
び
二
並
び
に
二
三
七
八
番
一
及
び
二
三
七
九
番
二

の
各
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号)

第
三
十
二
条
の
土
壌
溶
出

量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

三

土
壌
汚
染
対
策
法
第
七
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
指
示
措
置

地
下
水
の
水
質
の
測
定

岐
阜
県
告
示
第
三
百
四
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域(

以
下｢

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域｣

と
い
う
。)

を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

土
岐
市
妻
木
町
字
鍛
冶
ケ
入
二
三
七
五
番
一
及
び
二
並
び
に
二
三
七
八
番
一
及
び
二
三
七
九
番
二

の
各
一
部

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則(

平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号)

第
四
十
七
条
の
土
壌
含
有

量
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
消
毒
方
法
の
実
施
を
命
ず
る
の
で
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法
施
行
規
則(

昭
和
二
十
六
年
農
林
省
令
第

三
十
五
号)

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

実
施
の
目
的

県
内
に
お
け
る
豚
熱
の
発
生
の
予
防

二

実
施
す
る
区
域

県
内
全
域
の
六
頭
以
上
を
飼
養
す
る
豚
及
び
い
の
し
し
の
飼
養
農
場(

研
究
施
設
等
及
び
消
石
灰

に
よ
る
消
毒
又
は
こ
れ
と
同
等
と
認
め
ら
れ
る
消
毒
方
法
を
自
ら
実
施
す
る
も
の
を
除
く
。)

そ
の

他
家
畜
保
健
衛
生
所
長
が
必
要
と
認
め
る
豚
及
び
い
の
し
し
の
飼
養
農
場

三

実
施
の
期
日

令
和
三
年
九
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
日
ま
で

四

消
毒
方
法

消
石
灰
の
農
場
内(

飼
育
舎
周
囲
及
び
農
場
外
縁
部)

へ
の
散
布

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
一
号

家
畜
伝
染
病
の
発
生
が
あ
っ
た
の
で
、
家
畜
伝
染
病
予
防
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

病
名

ヨ
ー
ネ
病
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告

示



二

家
畜
の
種
類

牛

三

患
畜
又
は
疑
似
患
畜
の
区
分
及
び
そ
の
頭
数

患
畜
一
頭

四

発
生
場
所

郡
上
市

五

発
生
年
月
日

令
和
三
年
七
月
二
十
七
日

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
八
月
十
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
課
及

び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
百
五
十
三
号

身
体
障
害
者
福
祉
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号)

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
医

師
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
身
体
障
害
者
福
祉
法
施
行
細
則(

平
成
五
年
岐
阜
県

規
則
第
九
十
号)

第
五
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

担
当
科
目

医

師

氏

名

勤

務

場

所

指
定
年
月
日

呼
吸
器
内
科

八
木

光
昭

地
方
独
立
行
政
法

人
岐
阜
県
立
多
治

見
病
院

多
治
見
市
前
畑
町
五
丁
目

一
六
一
番
地

令
和�･�･��

循
環
器
内
科

古
田

竜
平

総
合
病
院
中
津
川

市
民
病
院

中
津
川
市
駒
場
一
五
二
二

番
地
の
一

同

外

科

平
田

伸
也

社
会
医
療
法
人
蘇

西
厚
生
会
松
波
総

合
病
院

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
一
八

五
番
地
の
一

同

同

後
藤

亜
也
奈

同

同

同

内

科

森
下

哲
司

同

同

同

同

山
川

顕
吾

同

同

同

小

児

科

笠
原

由
貴
子

同

同

同

内

科

本
田

晴
久

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

中
濃
厚
生
病
院

関
市
若
草
通
五
丁
目
一
番

地

同

神
経
内
科

工
藤

琢
哉

羽
島
市
民
病
院

羽
島
市
新
生
町
三
丁
目
二

四
六
番
地

同

外

科

篠
田

智
仁

高
山
赤
十
字
病
院

高
山
市
天
満
町
三
丁
目
一

一
番
地

同

整
形
外
科

植
田

裕
昭

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

中
濃
厚
生
病
院

関
市
若
草
通
五
丁
目
一
番

地

同
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県
道

道
路
の
種
類

神

岡

河

合
線

路
線
名

飛�
市
古
川
町
太
江
字
加
茂

宮
一
三
五
〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
三
四
九
番
地
先
ま
で

飛�
市
古
川
町
太
江
字
加
茂

宮
一
三
七
一
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
ゑ
り

谷
三
四
八
八
番
二
地
先
ま
で

飛�
市
古
川
町
太
江
字
加
茂

宮
一
三
五
〇
番
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
三
四
九
番
地
先
ま
で

区

間

Ａ
後

Ｂ
前
Ａ

区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･���･� ��･� 延

長
(

メ
ー
ト

ル)

備

考



耳
鼻
咽
喉
科

大
西

俊

地
方
独
立
行
政
法

人
岐
阜
県
立
多
治

見
病
院

多
治
見
市
前
畑
町
五
丁
目

一
六
一
番
地

同

整
形
外
科

中
村

寛

医
療
法
人
徳
洲
会

大
垣
徳
洲
会
病
院

大
垣
市
林
町
六
丁
目
八
五

―
一

同

脳
神
経
外
科

熊
谷

信
利

同

同

同

内

科

竹
田

具
史

郡
上
市
民
病
院

郡
上
市
八
幡
町
島
谷
一
二

六
一
番
地

同

同

向
井

美
鈴

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

中
濃
厚
生
病
院

関
市
若
草
通
五
丁
目
一
番

地

同

循
環
器
内
科

中
島

孝

社
会
医
療
法
人
厚

生
会
木
沢
記
念
病

院

美
濃
加
茂
市
古
井
町
下
古

井
五
九
〇
番
地

同

内

科

林

幸
果

社
会
医
療
法
人
厚

生
会
多
治
見
市
民

病
院

多
治
見
市
前
畑
町
三
丁
目

四
三
番
地

同

脳
神
経
外
科

今
井

資

大
垣
市
民
病
院

大
垣
市
南
頬
町
四
丁
目
八

六
番
地

同

耳
鼻
咽
喉
科

川
浦

僚

同

同

同

内

科

新
美

香
織

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

中
濃
厚
生
病
院

関
市
若
草
通
五
丁
目
一
番

地

同

同

滝
川

智
信

岐
阜
県
厚
生
農
業

協
同
組
合
連
合
会

東
濃
中
部
医
療
セ

ン
タ
ー
東
濃
厚
生

病
院

瑞
浪
市
土
岐
町
七
六
番
地

一

同

整
形
外
科

岸
本

烈
純

同

同

同

内

科

橋
本

賢
彦

同

同

同

同

加
藤

宏
雄

同

同

同

同

上
田

一
裕

同

同

同

同

二
村

泰
弘

新
可
児
ク
リ
ニ
ッ

ク

可
児
市
下
恵
土
五
五
〇
〇

番
地

同

呼
吸
器
外
科

杉
山

燈
人

地
方
独
立
行
政
法

人
岐
阜
県
立
多
治

見
病
院

多
治
見
市
前
畑
町
五
丁
目

一
六
一
番
地

同

内

科

二
宮

空
暢

二
宮
医
院

各
務
原
市
三
井
町
三
丁
目

三
番
一

同

外

科

今
井

寿

い
ま
い
ク
リ
ニ
ッ

ク

各
務
原
市
小
佐
野
町
六
―

八
六
―
一

同

小

児

科

安
田

東
始
哲

や
す
だ
ク
リ
ニ
ッ

ク
小
児
科
・
内
科

大
垣
市
北
切
石
町
三
丁
目

一
番
一
号

同

収
用
委
員
会
告
示

岐
阜
県
収
用
委
員
会
告
示
第
三
号

土
地
収
用
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
収
用

の
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
の
で
公
告
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日

岐
阜
県
収
用
委
員
会

会
長

森

裕

之

一

起
業
者
の
名
称

国
土
交
通
大
臣

二

事
業
の
種
類

一
般
国
道
一
五
八
号
改
築
工
事(

中
部
縦
貫
自
動
車
道｢

高
山
清
見
道
路｣

・
岐
阜
県
高
山
市
丹

生
川
町
坊
方
字
小
井
戸
ケ
洞
地
内
か
ら
同
町
町
方
字
城
ケ
屋
敷
地
内
ま
で
、
同
町
新
張
字
宮
ノ
上
地

内
か
ら
同
町
新
張
字
林
ノ
下
地
内
ま
で
及
び
同
町
新
張
字
ホ
ウ
シ
ョ
地
内
か
ら
同
市
松
本
町
地
内
ま

で)

及
び
こ
れ
に
伴
う
附
帯
工
事

三

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
、
地
積
等

土
地
の
所
在

岐
阜
県
高
山
市
丹
生
川
町
町
方
字
城
ケ
屋
敷
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地

番

公

簿
地

目
現

況

公

簿

地

積(

㎡)

実

測

収
用
し
よ
う
と

す
る
土
地
の
面

積(

㎡)



注

収
用
し
よ
う
と
す
る
土
地
に
係
る
図
面
は
、
岐
阜
県
県
土
整
備
部
用
地
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧

に
供
す
る
。

四

土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

五

土
地
に
関
し
て
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
及
び
住
所
並
び
に
そ
の
権
利
の
種
類

な
し

六

裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

令
和
三
年
七
月
十
五
日公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
三
年
八
月
十
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量
県
庁
舎
フ
ロ
ア
書
庫
移
動
棚
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
３
年
４
月
20日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
３
年
６
月
10日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区
名
駅
南
二
丁
目
14番
19号

住
友
生
命
名

古
屋
ビ
ル

日
本
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
株
式
会
社
名
古
屋
支
店

支
店
長
澤
見
年
泰

６
落
札
金
額
252,780,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
出
納
事
務
局
出
納
管
理
課
用
度
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号
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不
明
。
た
だ
し
、

登
記
名
義
人(

亡)

中
島
て

の

相
続
人(

判
明
し
て
い
る
相
続
人

は
、
次
の
と
お
り
。
持
分
不
明)

山
岡

く
に
子

村
上

佐
代
子

柴
田

き
よ
子

中
島

義
夫

中
島

秀
男

加
藤

理
沙

氏

名

一
六
三
七
番
二

墓
地

山
林

京
都
府
京
都
市
伏
見
区
石
田
大
受
町
五
〇
番
地

市
営
住

宅
大
受
団
地
八
―
三
〇
五

京
都
府
京
都
市
北
区
上
賀
茂
馬
ノ
目
町
三
三
番
地
二
〇

茨
城
県
高
萩
市
大
和
町
四
丁
目
一
六
番
地
の
五

京
都
府
京
都
市
山
科
区
川
田
菱
尾
田
一
番
地
一
一

京
都
府
京
都
市
右
京
区
嵯
峨
苅
分
町
二
三
番
地

住
所
不
明
。
た
だ
し
、

相
続
人
山
岡
く
に
子
へ
の
聞
き
取
り
に
よ
る
住
所

ア
メ

リ
カ
合
衆
国
テ
キ
サ
ス
州
ベ
ン
ブ
ル
ッ
ク
市
パ
ロ
ミ
ノ
ド

ラ
イ
ブ
三
九
三
二

住

所

����･����･��
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令
和
三
年
八
月
十
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


